
大 分 市 子 育 て フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー 会 則  

 

 （ 名 称 ）  

第 １ 条  本 会 は 、大 分 市 子 育 て フ ァ ミ リ ー・サ ポ ー ト・セ ン タ ー（ 以 下「 セ

ン タ ー 」 と い う 。） と い う 。  

 

（ 事 務 局 ）  

第 ２ 条  セ ン タ ー は 、 事 務 局 を 大 分 市 金 池 南 一 丁 目 ５ 番 １ 号 に 置 く 。  

２  セ ン タ ー の 事 務 局 の 開 所 時 間 は 、 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で と す る 。  

３  セ ン タ ー の 事 務 局 は 、 次 に 掲 げ る 日 は 開 所 し な い 。  

(1)  毎 月 の 第 ２ 月 曜 日 及 び 第 ４ 月 曜 日 。た だ し 、そ の 日 が 休 日（ 国 民 の 祝

日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定 す る 休 日 を い う 。

以 下 同 じ 。）に 当 た る と き は 、そ の 日 後 に お い て そ の 日 に 最 も 近 い 休 日 で

な い 日 と す る 。  

(2)１ ２ 月 ２ ８ 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で の 日  

 

（ セ ン タ ー の 目 的 ）  

第 ３ 条  セ ン タ ー は 、育 児 の 援 助 を 行 い た い 者（ 以 下「 援 助 会 員 」と い う 。） 

と 当 該 援 助 を 受 け た い 者 （ 以 下 「 依 頼 会 員 」 と い う 。） を 援 助 会 員 及 び

依 頼 会 員 （ 以 下 「 会 員 」 と い う 。） と し て 登 録 し 、 地 域 に お い て 会 員 同

士 が 育 児 に 関 す る 相 互 援 助 活 動 （ 以 下 「 援 助 活 動 」 と い う 。） を 行 う こ

と に よ り 、子 育 て を す る 者 が 仕 事 と 育 児 を 両 立 し 、安 心 し て 働 く こ と が

で き る 環 境 を 整 備 す る と と も に 、地 域 の 子 育 て 支 援 を 行 い 、も っ て 子 育

て す る 者 の 福 祉 の 増 進 及 び 児 童 の 福 祉 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。 

 

（ セ ン タ ー の 業 務 ）  

第 ４ 条  セ ン タ ー は 次 の 業 務 を 行 う 。  

(1) 会 員 の 募 集 、 登 録 等  

(2) 援 助 活 動 の 調 整  

(3) 会 員 に 対 す る 講 習 会 及 び 会 員 相 互 の 交 流 会 の 開 催  

(4) 事 業 を 円 滑 に 進 め る た め の 連 絡 調 整 会 議 等 の 開 催  

(5) 定 期 的 な 広 報 誌 の 発 行  

(6) そ の 他 セ ン タ ー の 目 的 の 達 成 に 必 要 な 業 務  



（ 会 員 の 要 件 ）  

第 ５ 条  援 助 会 員 の 要 件 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 大 分 市 内 に 居 住 す る 者 で あ る こ と 。  

(2) 健 康 で 積 極 的 に 活 動 で き る 満 ２ ０ 歳 以 上 の 者 で あ る こ と 。  

(3) セ ン タ ー が 指 定 す る 講 習 会 を 受 講 し 、 セ ン タ ー の 趣 旨 を 理 解 し た 者

で あ る こ と 。  

２  依 頼 会 員 の 要 件 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 大 分 市 内 に 居 住 す る 者 又 は 大 分 市 内 の 事 業 所 等 に 勤 務 す る 者 で あ る  

こ と 。  

(2) 生 後 ３ 月 以 上 の 乳 幼 児 、小 学 生 又 は 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 児 童（ 以

下 「 子 ど も 」 と い う 。） を 現 に 育 児 し て い る 者 で あ る こ と 。  

(3) セ ン タ ー に よ る 事 業 説 明 を 受 け 、 セ ン タ ー の 趣 旨 を 理 解 し た 者 で あ

る こ と 。  

 

（ 入 会 ）  

第 ６ 条  会 員 に な ろ う と す る 者 は 、入 会 申 込 書（ 様 式 第 １ 号 ）を セ ン タ ー

に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  前 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 要 件 を い ず れ も 満 た す 者 は 、援 助 会 員 及 び 依  

頼 会 員 と し て 併 せ て 登 録 す る こ と が で き る 。  

３  セ ン タ ー は 、第 １ 項 の 承 認 を し た と き は 、会 員 と し て 登 録 す る と と も  

に 当 該 会 員 に 対 し 、大 分 市 子 育 て フ ァ ミ リ ー・サ ポ ー ト・セ ン タ ー 会 員

証 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 会 員 証 」 と い う 。） を 発 行 す る も の と す る 。  

４  援 助 会 員 の 会 員 証 の 有 効 期 限 は 、会 員 と し て 登 録 し た 日 か ら ３ 年 経 過

し た 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 ま で と す る 。  

５  前 項 に 規 定 す る 有 効 期 限 の 更 新 を 希 望 す る 援 助 会 員 は 、会 員 証 更 新 申

出 書（ 様 式 第 3 号 ）を セ ン タ ー に 提 出 し 、そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。こ の 場 合 に お い て 、援 助 会 員 は セ ン タ ー が 指 定 す る 講 習 を 受 講 し

な け れ ば な ら な い 。  

６  会 員 は 、第 １ 項 の 申 請 書 に 記 載 し た 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、会 員

登 録 事 項 変 更 届（ 様 式 第 ４ 号 ）に よ り セ ン タ ー に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い 。  

７  会 員 は 、 会 員 証 を 他 に 貸 与 し 、 又 は 譲 渡 し て は な ら な い 。  

 



（ 保 険 ）  

第 ７ 条  会 員 は 、 援 助 活 動 中 の 事 故 に 備 え 、 ま た 安 心 し て 活 動 を 行 う こ と  

を 目 的 と し セ ン タ ー が 指 定 す る フ ァ ミ リ ー・サ ポ ー ト・セ ン タ ー 補 償 保  

険 に 一 括 し て 加 入 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 保 険 加 入 に 要 す る 保 険 料 は 、 大 分 市 が 負 担 す る 。  

３  会 員 は 、援 助 活 動 中 に 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、直 ち に セ ン タ ー に 届 け  

出 な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 会 員 の 責 務 ）  

第 ８ 条  会 員 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。  

(1) 信 義 に 基 づ き 誠 実 に 援 助 活 動 を 行 う こ と 。  

(2) 援 助 活 動 に よ り 知 り 得 た 他 人 の 家 庭 の 事 情 等 を 漏 ら さ な い こ と 。 退  

会 し た 後 も 、 ま た 、 同 様 と す る 。  

(3) 援 助 活 動 を 利 用 し て の 物 品 の 販 売 若 し く は 斡 旋 又 は 宗 教 活 動 若 し く  

は 政 治 活 動 を 行 わ な い こ と 。  

(4) そ の 他 セ ン タ ー の 目 的 に 反 す る 行 為 を 行 わ な い こ と 。  

２  援 助 会 員 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。  

(1) 援 助 活 動 中 の 子 ど も の 安 全 確 保 に 努 め 、 子 ど も に 異 常 を 認 め た と き

は 、 状 況 に 応 じ た 適 切 な 処 置 を 行 う こ と 。  

(2) 援 助 活 動 中 は 、会 員 証 を 携 帯 し 、関 係 者 か ら の 請 求 が あ っ た と き は 、  

こ れ を 提 示 す る こ と 。  

( 3 )  同 時 に 複 数 の 会 員 に 対 し て 援 助 活 動 を 行 わ な い こ と 。  

 

（ 退 会 ）  

第 ９ 条  会 員 は 退 会 し よ う と す る と き は 、 退 会 届 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り  

セ ン タ ー に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  会 員 が 、第 ５ 条 に 規 定 す る 要 件 を 満 た さ な く な っ た と き 、又 は こ の 会  

則 若 し く は 大 分 市 子 育 て フ ァ ミ リ ー・サ ポ ー ト・セ ン タ ー 事 業 実 施 要 綱

（ 平 成 １ ４ 年 ６ 月 １ 日 施 行 ）の 規 定 に 違 反 し 、会 員 と し て 適 さ な い と 認

め ら れ る と き は 、 セ ン タ ー は 、 当 該 会 員 を 退 会 さ せ る こ と が で き る 。  

３  会 員 は 、退 会 し た と き は 、直 ち に 会 員 証 を セ ン タ ー に 返 却 し な け れ ば

な ら な い 。  

 



（ 所 長 及 び ア ド バ イ ザ ー ）  

第 １ ０ 条  セ ン タ ー に 所 長 及 び ア ド バ イ ザ ー を 置 く 。  

２  所 長 は 業 務 の 統 括 を 行 う 。  

３  ア ド バ イ ザ ー の 職 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) セ ン タ ー の 業 務 内 容 の 周 知 及 び 啓 発 に 関 す る こ と 。  

(2) 会 員 の 募 集 及 び 登 録 等 に 関 す る こ と 。  

(3) サ ブ ・ リ ー ダ ー の 育 成 及 び 指 導 に 関 す る こ と 。  

(4) 援 助 活 動 の 調 整 に 関 す る こ と 。  

(5) 会 員 に 対 す る 講 習 会 及 び 会 員 相 互 の 交 流 会 の 開 催 に 関 す る こ と 。  

(6) 会 員 間 に 生 じ た 問 題 へ の 助 言 に 関 す る こ と 。  

(7) そ の 他 セ ン タ ー の 運 営 に 関 す る こ と 。  

 

（ サ ブ ・ リ ー ダ ー ）  

第 １ １ 条  事 業 を 円 滑 に 運 営 す る た め 、セ ン タ ー は 、複 数 の 援 助 会 員 に よ

る グ ル ー プ ご と に 、そ の 世 話 役 と し て サ ブ・リ ー ダ ー を 依 頼 す る こ と が

で き る も の と す る 。  

２  サ ブ・リ ー ダ ー は 、事 業 の 協 力 者 と し て 、ア ド バ イ ザ ー の 指 示 を 受 け  

て 、援 助 活 動 の 調 整 そ の 他 事 業 の 実 施 に つ い て 必 要 な 業 務 を 行 う も の と  

す る 。  

 

（ 援 助 活 動 の 内 容 ）  

第 １ ２ 条  会 員 が 行 う 援 助 活 動 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

( 1 )  保 育 施 設 の 保 育 開 始 時 ま で 子 ど も を 預 か る こ と 。  

( 2 )  保 育 施 設 の 保 育 終 了 後 、 子 ど も を 預 か る こ と  

( 3 )  保 育 施 設 へ の 送 迎 を 行 う こ と 。  

( 4 )  児 童 育 成 ク ラ ブ 終 了 後 、 子 ど も を 預 か る こ と 。  

( 5 )  学 校 の 放 課 後 、 子 ど も を 預 か る こ と 。  

( 6 )  冠 婚 葬 祭 や 学 校 行 事 の 際 、 子 ど も を 預 か る こ と 。  

( 7 )  買 い 物 等 外 出 の 際 、 子 ど も を 預 か る こ と 。  

( 8 )  そ の 他 、会 員 の 育 児 の た め に 必 要 な 援 助 で あ っ て 、セ ン タ ー の 趣 旨  

に 適 合 し て い る と 認 め ら れ る も の 。  

２  援 助 活 動 は 、 恒 常 的 又 は 臨 時 的 な も の と す る 。  

３  子 ど も を 預 か る 場 合 は 、援 助 会 員 の 家 庭 に お い て 行 う も の と す る 。た



だ し 、 当 事 者 間 で 合 意 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

４  援 助 活 動 に お い て は 、原 則 と し て 子 ど も の 宿 泊 は 行 わ な い こ と と す る 。 

 

（ 援 助 活 動 の 実 施 方 法 ）  

第 １ ３ 条  依 頼 会 員 は 、要 綱 及 び こ の 会 則 の 規 定 に 基 づ く 育 児 の 援 助 を 必

要 と す る と き は 、 セ ン タ ー に 援 助 活 動 の 申 込 み を 行 う も の と す る 。  

２  セ ン タ ー は 、前 項 の 申 込 み を 受 け た と き は 、援 助 依 頼 受 付 簿（ 様 式 第  

６ 号 ）に 記 入 す る と と も に 、援 助 の 内 容 、日 時 等 を 確 認 の 上 、申 込 み の  

内 容 に ふ さ わ し い と 認 め ら れ る 援 助 会 員 を 依 頼 会 員 に 紹 介 す る も の と  

す る 。  

３  援 助 活 動 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ り 申 込 み を し た 内 容 の 範 囲 内 に お い て 、 

依 頼 会 員 と 援 助 会 員 の 主 体 的 な 合 意 と 責 任 の も と に 実 施 す る も の と す  

る 。  

４  前 項 の 合 意 が 整 わ な い と き は 、依 頼 会 員 及 び 援 助 会 員 は 、第 ２ 項 に 規  

定 す る 紹 介 を 断 る こ と が で き る 。  

５  援 助 会 員 は 、援 助 活 動 の 実 施 後 、援 助 活 動 報 告 書（ 様 式 第 ７ 号 ）に 活

動 の 記 録 を 記 入 し 依 頼 会 員 の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

６  援 助 会 員 は 、前 項 の 活 動 記 録 を １ か 月 に １ 回 セ ン タ ー に 報 告 す る も の  

と す る 。  

 

（ 報 酬 ）  

第 １ ４ 条  依 頼 会 員 は 、援 助 会 員 に 対 し 、援 助 活 動 終 了 後 に 別 に 定 め る 基

準 に 従 っ て 、 報 酬 及 び 実 費 を 支 払 う も の と す る 。  

 

  

 

附  則  

 こ の 会 則 は 、 平 成 １ ４ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

 こ の 会 則 は 、 平 成 １ ６ 年 １ １ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 



   附  則  

 こ の 会 則 は 、 平 成 １ ９ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

 こ の 会 則 は 、 平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

 こ の 会 則 は 、 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


